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会計事務所「テレワーク勤務」事例勉強会

～サン共同税理士法人～
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概要

コロナの会計事務所の影響

⚫ IT ⇒ 業務の自動化（Zoom、クラウド、RPA）

⚫ 運営 ⇒ テレワーク、ペーパーレス化（仮想環境、ドキュワークス）

⚫ 採用 ⇒ テレワーク対応（採用サイト）

⚫ 集客 ⇒ コロナ関連支援（集客サイト）

会計事務所の二極化進む
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（参考）会計事務所RPA研究会

会計事務所RPA研究会㈱ 執行役員（https://tax-rpa.com/）

https://tax-rpa.com/
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メディア実績
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（参考）会計事務所M&A相談室

一般社団法人中小企業税務経営研究協会 特別顧問

「会計事務所M&A相談室」で検索 （https://zeimukeiei.jp/manda）

【セミナー内容】

1. 八王子の統合について（2017年5月）

2. 板橋の統合について（2018年9月）

3. 飯田橋の統合について（2019年6月）

4. M&Aを行う場合の実務的な注意点

5. 会計事務所M&Aと税理士法順守

6. M&A仲介会社のメリット・デメリット

7. 経営統合後の売手税理士の働き方
①引退型、②継続型、③新規型

8. M&Aの備えだけはしておくべき理由

【メルマガ内容】

1. 実際のM&Aの事例共有

2. M&A案件のご紹介

https://zeimukeiei.jp/manda
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テレワーク勤務ガイドライン（FIVE STAR MAFAZINE）
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テレワーク勤務ガイドライン（FIVE STAR MAFAZINE）

※「サン共同見学」で検索（https://rpa-keiri-consulting.com/kengaku/）

https://rpa-keiri-consulting.com/kengaku/
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（参考）サン共同税理士法人の「事務所見学＆RPA体験見学会」

※「サン共同見学」で検索（https://rpa-keiri-consulting.com/kengaku/）

https://rpa-keiri-consulting.com/kengaku/
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はじめに

近年会計事務所におけるテレワーク勤務が注目されてきている

⚫ IT環境（テクノロジーの変化でテレワークに便利なツールが登場）

⚫ 労働環境（働き方改革でテレワークが注目）

２０２０年２月に新型コロナウィルスの感染拡大

⇒政府の要請により急きょテレワークを実施要請が発動される

ITに関してアナログな会計事務所業界及び税理士法の観点などで在宅勤務は進んでい

なかったのが実情

⇒急きょ会計事務所にもテレワーク勤務が求められる中、どのように対処すべきか
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第一部 税理士法（二か所事務所禁止規定と監督義務）とテレワーク

第二部 テレワーク勤務運用ガイドライン

1. テレワーク勤務の目的

2. テレワーク勤務制度の概要

第三部 テレワーク勤務活用事例

1. 在宅勤務スタッフ側のメリット

2. テレワークで利用するツール

3. テレワーク助成金（国・東京都など）

4. スタッフ管理の注意点

第四部 テレワーク実施によるスタッフの声

第五部 会計事務所におけるテレワーク勤務の状況

Contents

- 目次
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第一部

税理士法（二か所事務所禁止規定と監督義務）
とテレワーク
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税理士法とテレワーク

⚫ テレワークとは、情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔

軟な働き方

⚫ 「 tele = 離れた所」と「 work = 働く」をあわせた造語
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税理士法とテレワーク

（事務所の設置）

第四十条 税理士（税理士法人の社員（財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。）を除く。次項

及び第三項において同じ。）及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。

２ 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

３ 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

４ 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。

（使用人等に対する監督義務）

⚫ 第四十一条の二 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務

の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
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税理士法（二カ所事務所規定）とテレワーク

第二条 （税理士の業務）

税理士は、他人の求めに応じ、租税（印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第十条

の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。）、法定外目的税（同項に規定する法定外目的税をいう。）

その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。）に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理（税務官公署（税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。）に対する租税に関する法令若し

くは行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て（これらに準ずるものとして

政令で定める行為を含むものとし、酒税法（昭和二十八年法律第六号）第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。

以下「申告等」という。）につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは

陳述につき、代理し、又は代行すること（次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。）をいう。）

二 税務書類の作成（税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、

作成し、かつ、税務官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識す

ることができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条第一項において同

じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。）で財務省令で定めるもの（以下「申告書等」という。）を作成する

ことをいう。）

三 税務相談（税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等（国税通

則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同

じ。）の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。）
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ｚｚｚ

税理士法とテレワーク
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税理士法に違反した場合（法第40条第3項）

問3-22 法第40条第3項違反（2以上の事務所の設置）があったとして行われる法第46条の規定による懲戒

処分は、どのような内容ですか。

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa03.htm#a3-22

⚫ 答 法第40条第3項は、「税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。」と規定し、税理士1

人につき1税理士事務所に限ることとして、2以上の事務所の設置を禁止しています。

⚫ この場合の「事務所」とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいい、継続的に税理士業務を執行す

る場所であるかどうかは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって

判定することとされています（基通40－1）。

⚫ 税理士が事務所を2以上設置した場合には、法第40条第3項違反となり、法第46条の懲戒事由に該当し

ます（問3－3、3－5参照）。

⚫ この場合の懲戒処分の量定は、法第46条及び告示の規定に基づき、戒告、2年以内の税理士業務の停止

又は税理士業務の禁止となります（問3－5参照）。

【参考法令等】

法第40条第3項、第46条

基通40－1

告示Ⅱ第1の2(9)

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa03.htm#a3-22
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税理士法に違反した場合（法第41条の2）

問3-19 法第41条の2違反（使用人等に対する監督義務違反）があったとして行われる法第46条の規定によ

る懲戒処分は、どのような内容ですか。

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa03.htm#a3-19

⚫ 答 法第41条の2は、「税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理

士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。」

と規定し、使用人等に対する監督義務を課しています。

⚫ 税理士が法第41条の2の規定に違反した場合には、法第46条の懲戒事由に該当します（問3－3、3－5

参照）。

⚫ この場合の懲戒処分の量定は、法第46条及び告示の規定に基づき、戒告又は1年以内の税理士業務の停

止となります（問3－5参照）。

※ 「戒告」は業務継続に影響はないが、税理士としての信用を損なうことにつながってしまう。

【参考法令等】

法第41条の2、第46条

告示Ⅱ第1の2(6)

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa03.htm#a3-19


18© 2019. For information, contact SAN kyodo Tax Co.

税理士法とテレワーク

「在宅勤務の対応」 税理士業界内では“容認”の方向性強まる 導入事務所はグレーゾーン払拭で追い風

⚫ TabisLand（2019年8月28日）：https://www.tabisland.ne.jp/column/2019/0828.html

⚫ 税界タイムス（2019年8月1日発行）：https://www.zeikai.net/data_files/view/448/mode:inline

https://www.tabisland.ne.jp/column/2019/0828.html
https://www.zeikai.net/data_files/view/448/mode:inline
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税理士法（二カ所事務所規定）とテレワーク

テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワーク在宅勤務 、モバイルワーク、施設利用型テレワーク

サテライトオフィス勤務などの３つに分けられます。

① 在宅勤務

自宅にいて、会社とはパソコンとインターネット、電話、ファクスで連絡をとる働き方。

② モバイルワーク

顧客先や移動中に、パソコン や携帯電話を使う働き方。

③ サテライトオフィス勤務（施設利用型勤務）

勤務先以外のオフィススペースでパソコンなどを利用した働き方。一社専用で社内 LAN がつながるスポッ

トオフィス、専用サテライト、数社の共同サテライト、レンタルオフィスなどの施設が利用され、都市企業

は郊外にサテライトを、地方企業は都心部にサテライトを置く。

テレワーク勤務
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税理士法とテレワーク（日税連）

⚫ サテライトオフィス等を利用する「施設利用型勤務」については、「二ヶ所事務所」にあたるとして、問

題視。

⚫ それ以外の、自宅勤務や出張先ホテル等で作業する「モバイルワーク」については、現行法上問題ないと

した見解が示されている。

日税連の見解：二カ所事務所規定（税理士法第40条第3及び4項）について

①自宅勤務（在宅勤務）
②出張先ホテル（モバイルワーク）

③サテライトオフィス
（施設利用型勤務）

？

？



22© 2019. For information, contact SAN kyodo Tax Co.

税理士法とテレワーク（東京税理士会）

⚫ 「在宅勤務については、税理士自身が事務所での業務の他に、自宅で業務を行うことは税理士法第40条

違反とはならない」

⚫ 事務所職員については、「税理士法第41条の２による所長税理士の管理・監督が行き届く自宅等のテレ

ワークであれば問題ない」

東京税理士会の見解：二カ所事務所規定（税理士法第40条第3及び4項）について

税理士自身（税理士法第40条第3及び4項）

自宅での業務

事務所職員（税理士法第41条の2）

所長税理士の管理・監督が行き届く
自宅等

東京税理士会の見解：使用人等に対する監督義務（税理士法第41条の2）について

？

？
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テレワーク勤務についての日税連の指針について（2020/4/15)

前提

⚫ コロナ緊急事態で通常の従事形態ではないテレワーク勤務という勤務形態を取らざるを得ない状況

ポイント（使用人部分）

⚫ 税理士法人の使用人は（税理士資格を有していないが）社員税理士の管理監督下のもと税理士の補助業務

ができる。

⚫ 使用人等の在宅勤務は社員税理士による物理的な管理監督ができないため、使用人等の在宅勤務は認めら

れるのかどうか。

（使用人等に対する監督義務）

⚫ 第四十一条の二 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務

の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
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テレワーク勤務についての日税連の指針について（2020/4/15)
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テレワーク勤務についての日税連の指針について（2020/4/15)

Q＆A３（使用人等）

⚫ 非税理士行為を防止する観点からの一定の制御ができているか

⚫ 税理士法４１条の２は使用人等の業務執行の場所を問うものではない

⚫ 使用人等が税理士事務所以外の場所で行う場合でも税理士事務所における税理士又は税理士法人の監督下

にあることが求められる

⚫ 資料を自宅に持ち帰る場合、守秘義務を遵守できる保管場所等の確保が求めらえる

⇒基本電子調書化（ペーパーレス化）

⚫ 使用人監督義務が明確に行われていることを前提に、使用人等が税理士補助業務を使用人等の在宅で行う

ことは可能

① システムのログイン状況など⇒AMSで勤務開始、勤務終了だけでなく、中断・再開も連絡するようにする。

② 税理士補助業務（申告書作成・税務相談など）の制限⇒申告書作成はレビューを受け、ドケットにサイン

オフをした場合に限り電子申告できる。電子申告は（税理士のサインオフを確認して）事務所で実施する。

③ 新規顧客登録（AMS、弥生・達人、請求など）の制限⇒ニセ税理士が勝手に税務業務することの防止だが、

電子申告の管理や請求管理など分業する体制を徹底する。
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会計事務所向けリモートワークの回答について（2020/5/29)

質問

⚫ 税務機能のある会計ソフトの自宅利用が税理士法第40条第３項の「税理士事務所」に当てはまらないこ

都の確認

回答

⚫ 該当しない

ポイント（使用人部分）

⚫ 「集客」など対外的に自宅を税理士事務所とした活動をしていない

⚫ 「採用」など対外的に自宅を税理士事務所として活動をしていない

（詳細）

会計事務所向けリモートワークのモデル就業規則（Freee)

https://www.freee.co.jp/advisor/work-regulations/

国税庁からの回答

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/pdf/0020005-081.pdf

https://www.freee.co.jp/advisor/work-regulations/
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/pdf/0020005-081.pdf
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会計事務所向けリモートワークの回答について（2020/5/29)
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第二部

テレワーク勤務運用ガイドライン
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テレワーク勤務ガイドライン（FIVE STAR MAFAZINE）

※「サン共同見学」で検索（https://rpa-keiri-consulting.com/kengaku/）

https://rpa-keiri-consulting.com/kengaku/
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テレワーク勤務ガイドライン（FIVE STAR MAFAZINE）

（https://tax-startup.jp/rpa-consulting/wp-content/themes/understrap/pdf/zeimukouho202008.pdf）

https://tax-startup.jp/rpa-consulting/wp-content/themes/understrap/pdf/zeimukouho202008.pdf
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テレワーク勤務のメリットと注意点

【会社側メリット】

⚫ 生産性向上※最重要

⚫ 人材確保（採用・離職率）

⚫ 事業継続※コロナ

⚫ コスト削減

【職員側メリット】

⚫ 快適な勤務環境

⚫ 収入増加・コスト削減

⚫ 成長できる・ずっと働ける

【注意点】

⚫ 税理士法対策

⚫ セキュリティ対策
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（１）テレワーク勤務の目的（生産性の向上）

（生産性の向上）

 テレワーク勤務は職員のための制度でもあるが、まずは会社にとってメリットのある“生産性の向上”を一番の目的とした制度

と位置付けている。

 雑談などがなく一人の空間で仕事できるので、仕事が止まらずに集中できることを重視している。

 不足の事態におけるテレワーク勤務は職員を守ることができるが、会社にとっても業務が止まらないことのメリットがある。

 テレワーク勤務ができないことで”顧客”に迷惑をかける事務所と迷惑をかけない事務所で差が生じる

 テレワーク勤務ができないことで“職員”に迷惑をかける事務所と迷惑をかけない事務所で差が生じる
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（１）テレワーク勤務の目的（人材の確保）

（人材の確保）

テレワークを実施していると・・

 テレワーク制度が充実することにより、優秀な人材が入社、既存の職員に恩恵がある。

 優秀な職員が入社することにより、職場環境がよくなり、離職者が減る。

テレワークを実施していないと・・

 テレワークの実施がないので、優秀な人材が入社してこない。

 テレワークの実施がないので、優秀な職員が流出してします。

 優秀な職員が退職していまうことにより、既存の職員に負担がかかり、ドミノ倒し的な退職者が発生する。
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（１）テレワーク勤務の目的（事業継続・コスト削減）

（事業継続）

 出社のみに依存すると出社できないときに業務が停止し、事業継続に支障が生じる

 在宅勤務に有効なツールを導入し、テクノロジーの変化に対応する必要がある

（コスト削減）

 出社だけでなく在宅でも仕事ができることにより、自由度が増し、コスト削減に繋がる
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 制度上は厳しく設定し、申請制により個別に承認する運用としている。

 税理士法上の監督義務が達成されるように、税務能力・税務経験に応じて十分に対応する。

 “性善説”寄りではあるが、生産性の向上のためにも管理しすぎないで各自の自主性を尊重する。

 そのためにも業務フローや担当売上が安定したベテラン職員から在宅とすると生産性向上が確認しやすい。

 育児・介護などの個別の状況もできる範囲で考慮するが、生産性の向上が大事である点を確認する。

 テレワーク実施の誓約書に署名をしてもらい、税理士法（二カ所事務所と監督義務）とテレワーク勤務ガイドラインの理解と

順守を約束する。※レンタル機器貸与に関する誓約書にも署名
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在宅ワーカーのご紹介
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 本来“オフ”の空間である自宅という環境で業務を効率的に行うための実施環境を規定している。

 通信環境：重くて作業効率が悪いということは避けるようにしている。

 パソコン：仮想環境であればセキュリティ対策が可能なので、自宅PCを可としている。PCを持ち運ぶ負担（紛失・故障・疲

労）を軽減できる。

 モニター：原則2画面以上の効率性を強制し、1画面の不効率さを制度として回避する。



38© 2019. For information, contact SAN kyodo Tax Co.

（２）テレワーク勤務制度の概要

 机・椅子：ウェブ会議、顧客との電話、執筆など、業務によっては通常のオフィス環境とは違った環境が望ましいことがある。

 プリンタ：原則はペーパーレスでプリンタ・紙が不要でも業務ができるようにする。

 備品関連：会社に用意してある備品程度は会社負担とする。

 携帯電話：オンとオフを大事にするので個人LINEなどは使用不可とする。個人携帯を使う場合でもプライベートと分ける。

 メール ：テレワークで顧客、職員に迷惑をかけない。

 FAX ：FAXは本来個別にメールで届く運用が望ましい。事務所に届いてしまう場合は出社職員に負担をかけないようにする。
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 効率的に在宅勤務を実施するためには、在宅勤務に向いた仕事は在宅で、出社時に向いた仕事は出社時に対応することが大事。

 在宅勤務と出社勤務で仕事のクオリティを下げてはならない。
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 電子申告は税理士法的に在宅勤務では実施できないことを徹底する。

 電話対応とは固定電話の対応だが、スマホ利用率を増やす、固定電話も転送設定を利用する、などにより出社しないと電話対

応ができない、という運用をできるだけ回避する。
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 不足の事態で急きょテレワーク勤務となったときに、通常テレワーク勤務が実施できている環境でないと突然のテレワーク勤

務が実施できない。

 突然のテレワーク勤務のためにも、月2回程度は在宅勤務を実施しておく。

 税理士法の監督義務の要件を満たしていると会社が判断する下記のようなスタッフが完全在宅となりやすい。

・所属税理士：税理士資格や税務経験などの能力の状況によって、税務業務を行うにあたって遠隔で監督することが可能

・アルバイト：そもその会計ソフトしか使っていない、お客さんと連絡を取らない会計入力スタッフ
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 いわゆるサテライトオフィスなどでの税務業務は「二ヶ所事務所禁止規定」により税理士法第40条第３及び４項で禁止されて

いる。

 自宅意外だと出張先ホテルなどが現行法上で問題ないとされている。

 労働基準法89条1項5号は「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項につ

いて就業規則を作成」すべき旨を定めているため、就業規則で規定することが望ましいが、テレワーク運用ガイドラインでも

規定をしている。
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 会社は誰が在宅勤務を実施ているかどうかを把握する必要がある。

 実務的にはキューブリーダーへの事前報告、事後報告を必須としている。

 報告はAMSという業務管理ソフト（自社開発）を使っている。
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 在宅勤務となったことによって、連絡が取れないようなことは認められないことを明記する。
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 フレックス勤務のコアタイムが10～16時であるが、在宅勤務でもコアタイムを重視することを明記している。

 「今日は忙しく通常以上の仕事をしたので明日は勤務時間を減らす」というようなフレックス勤務を在宅勤務でも許容するこ

とを明記する。



46© 2019. For information, contact SAN kyodo Tax Co.

（２）テレワーク勤務制度の概要

 「生産性の向上、人材確保、事業継続、コスト削減」を達成するためにもテレワークが実施できているかどうかは非常に大事

となるので、評価制度の評価項目の一つとされていることを明記する。

 適切な評価がされるためにも、評価者（キューブリーダー以上）がしっかりと被評価者を評価することが重要となる。

実務的な運用の確認：評価者（キューブリーダー）⇒被評価者（キューブメンバー）

運用実施状況の確認：評価者（関与社員） ⇒被評価者（キューブリーダー）
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（２）テレワーク勤務制度の概要

 出社勤務と比較して在宅勤務は業務の実施が自宅等となるため、管理が行き届きにくくなる。

 会社としてもテレワークが実施しやすいような環境を整備しつつ、職員もルールを理解して在宅勤務を実施する。
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第三部

テレワーク勤務活用事例
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1. 在宅勤務スタッフ側のメリット
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2. テレワークで利用するツール

⚫ Web会議：ZOOM、チャットワーク、Skype、ハングアウト、スマートフォン

⚫ 顧客管理：MyKomon、サイボウズ

⚫ カレンダー：Googleカレンダー

⚫ 会計税務：MFクラウド、Freee、TKC、Manageboard、Streamd

⚫ データ ：仮想サーバー環境、Googleドライブ、フロンティア21

⚫ 電子化 ：ドキュワークス、モバイルモニター、Snipping Tool

⚫ 自動化 ：RPA（EzRobot、ビズロボなど）

⚫ 連絡手段：メール、チャットワーク、LINE

⚫ 電話連絡：スマートフォン、クラウドPBXビジネスフォン、電話転送アプリ

テレワークで利用実績のある主なツール
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2. テレワークで利用するツール

【業務効率化の狙い】

1. 完全ペーパーレス化

2. テレワーク勤務対応

3. 所長の業務負担軽減

4. 快適なPC作業環境

5. 業務品質の向上

6. スタッフの効率的な育成

7. コスト削減 など
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（参考）①電子調書
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（参考）①電子調書
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（参考）①電子調書

電子調書（ドキュワークス、AMS）により作業を効率化して品質を維持しております。
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（参考）①電子調書（ウェブチェックシート）

年末調整チェックシート（https://am-system.jp/enquete/input/8443b4c165d63c6e6baf0b04a470e96dfa976276）

中間チェックシート（https://cam.dig-in.jp/enquete/input/764c816ed3228ff178ac193a47f154ceed5f3443）

法定調書チェクシート（https://cam.dig-in.jp/enquete/input/ee5d47427eedf612aafd2ea66f7e444db08b0908）

https://am-system.jp/enquete/input/8443b4c165d63c6e6baf0b04a470e96dfa976276
https://cam.dig-in.jp/enquete/input/764c816ed3228ff178ac193a47f154ceed5f3443
https://cam.dig-in.jp/enquete/input/ee5d47427eedf612aafd2ea66f7e444db08b0908
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（参考）②AMS（業務管理システム）

AMS（https://gyoumu.dig-in.jp/）

https://gyoumu.dig-in.jp/
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（参考）③仮想環境サーバー
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（参考）③仮想環境サーバーのメリット事例１０

①PCスペックの向上
最高品質のPCを1台導入し、そのPCを全員で利用するイメージとなります。
どんな古いPCでも、インターネット環境さえあれば最新のそれぞれのPCが最高水準のスペックになり、業務が効率化できます。

②急なパソコンの故障に対応
突然壊れてもすぐに故障直前の状態で使用できます。
故障前に利用していた各アプリ開発ソフトのインストールなども不要ですぐに故障前の状況からPCが利用できます。

利
便
性

③テレワーク勤務に対応
災害などで急きょ在宅勤務となり、自宅のPCから作業となってもの会社にあるPCと同じ状態で不都合なくPC作業ができます。

④スマホ・タブレットからもログインできる
外出時や電車の中などPC開けない状況でもいま使っていたPCと同じ状態をスマホで閲覧することができます。

テ
レ
ワ
ー
ク
・
外
出

⑤PCセットアップの負担軽減
新人社員入社のためにPCのセットアップする際に、1台1台アプリケーションソフトをインストールする必要がなく、仮想環境の
ログインIDを設定するだけなので、PCセットアップの手間が激減します。

⑥パソコン導入コストの負担軽減
内蔵のハードディスクやSSDおよびメモリもほとんど使わず高スペックのCPUも必要ありません。
1万円のスティックPCや古いPCでも問題なく使用可能です。

負
担
軽
減
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（参考）③仮想環境サーバーのメリット事例１０

⑦データ管理対策
仮想環境からローカル環境へのデータ移行の履歴等を全て把握することができるので、職員がデータを流出させることを防止す
ることができます。

⑧PC紛失・盗難時データ流出対策
PCをログイン停止にする設定が可能です。
もしPCを紛失した場合、すぐにログイン停止することにより遠隔で顧客データを守ることができ顧客に説明することができます。
（ローカル環境の場合紛失したら中身のデータ等削除できません。）

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面

⑨メーカー直接購入
代理店ではなくメーカーから直接購入となるため中間手数料がなく購入する業者を紹介することができます。

⑩助成金利用
国のテレワーク助成金の利用で最大150万円（補助率3/4）の利用が可能なため導入コストの負担を軽減することができます。

コ
ス
ト
面
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（参考）④RPA

税 務

会 計 ・ 給 与
E x c e l ・ W o r d

顧 客 管 理

R P A

R P A

R P A

R P A

R P A
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（参考）④RPA（EzRobot）
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（参考）④RPA（EzRobot）
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（参考）④RPA（EzRobot）
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（参考）在宅ワーカーのメリット
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在宅ワーカーのご紹介

「サン共同 在宅経理」で検索（https://san-kyodo.jp/zaitaku-keiri/）

https://san-kyodo.jp/zaitaku-keiri/
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（参考）テレワーク勤務研修（応用編）

次回テレワーク勤務研修（応用編）※会計事務所RPA研究会会員向け

⚫ 日時：5/9（土）14時～16時

⚫ 場所：ZOOMオンラインセミナー
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（参考）サン共同税理士法人の「事務所見学＆RPA体験見学会」

※「サン共同 見学」で検索（https://rpa-keiri-consulting.com/kengaku/）

https://rpa-keiri-consulting.com/kengaku/
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3. テレワーク助成金（国・東京都など）

⚫ 通常のテレワーク助成金（厚生労働省）

助成金上限額150万円、助成率3/4、評価期間R3.2.15までで1~6カ月間（R2年４月１日受付開始）

対象はテレワーク用通信機器などでPC・スマホは対象外

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_1

0026.html）

⚫ コロナ関連テレワーク助成金（厚生労働省）

助成金上限額100万円、助成率1/2、実施期間R2.2.17~5.31 （R2年３月９日受付開始）

対象はテレワーク用通信機器などでPC・スマホは対象外

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisi

kitelework.html）

⚫ コロナ関連テレワーク助成金（東京仕事財団）

助成金上限額250万円、助成率10/10、実施期間R2.6.30まで（申請はR2.3.16~5.12）

対象はテレワーク用通信機器などでPC・スマホなども含まれる

（https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html
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4. スタッフ管理の注意点・ポイント

CS（Client Servise-専門職スタッフ）

⚫ セキュリティ対策：情報管理、資料管理、データ管理

⚫ 顧客対応：対面はZOOM、連絡はメール・チャット・スマホ、迅速に対応

⚫ 税理士法対策：電子申告、監督義務、二か所事務所禁止規定

OS（Office Service-事務職スタッフ）・パート

⚫ 総務業務（固定電話対応）：電話はスマホ利用・転送設定・出社パートで対応

⚫ 総務業務（郵便対応）：郵便は担当にメールと交代制で対応

⚫ 経理業務（請求書発行、口座振替、入金確認）：集中しやすい

⚫ 人事業務（エージェント、ハローワーク、面接対応など）：収集しやすい

⚫ 秘書業務（所長スケジュール、ZOOM設定など）：電話、チャットワークなどで対応

⚫ 広報業務（メルマガ配信、HP管理など）：集中して作業しやすい

⚫ CS補助業務（セットアップ・入力など）：セットアップなどは出社が必要なので顧客に連絡して当面は

データ納品

テレワークでよくある注意点
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第四部

テレワーク実施によるスタッフの声
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テレワーク実施によるスタッフの声
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テレワーク実施によるスタッフの声
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テレワーク実施によるスタッフの声
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電子調書・ペーパーレス化のメリットについて教えてください。

• 資料を探すことが減った。お客様、社内にスムーズに資料共有ができる。

• 資料の持ち運びが重くない、場所をとらない

• 保存場所を取らず、必要な時に作業場所を問わず確認できること。

• 書類保管スペースを必要としない

• 家に持ち帰る紙資料が基本的には無くて済む

• どこでも誰でも見ることができる。

• シュレッダーをする手間が省ける。場所をとらない。

• スキャンすることで紛失リスクなどなくなる

• どこでも仕事が行えるようになる

• 資料の持ち出しが不要

• Docuやpdfだと１つのデータを複数の人で共有できる。

• WEB上でいつでも確認できる事。書類保管場所の削減と、印刷費用の削減。

• 紙で残しておくより後から確認しやすい（探しやすい）、資料を持ちかえらなくて済むので在宅で作業しやすい。

• 見たい資料がすぐ見れる ・デスク周りがすっきりする

• 保管場所の減少、どこでも資料を確認できる

• 資料がきれいな状態で保管できること(紙の状態だと劣化するため)

• リモートワーク時の資料の持ち運び負担がなくなる

• 物理的に保管の必要がないこと、署名捺印作業が発生しないこと

• どこでも資料確認が行えるとこ

• 資料の持ち出しせず稼働できるためテレワーク時の荷物の負担がない、また同理由により思い立った時に稼働できること。用紙代の削減ができること。

• 資料が少なくて済む

• 場所を取らない、テレワークでも確認できる

• 仕事場所を選ぶ必要が無くなった事が大きいと思います。

• 保存場所が不要になる
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電子調書・ペーパーレス化の問題点・改善点について教えてください。

• モニターが2台以上ないと、作業効率が落ちると思いました。

• スキャンが都度大変

• タイムカード等紙で確認した方が効率が良いものも多く、完全ペーパレス化は厳しいです。

• 顧客側が紙ベースだと紙資料が多くスキャンに時間がかかる。

• 動作が遅いとストレス。紙よりミスを見つけにくい。

• どのようなタイトルで保管しているかが分からないので目当ての資料を探し出すのに時間がかかることもある。

• 電子調書は時間がかかる

• パーパレスの準備をするのに少し時間がかかる

• しっかりと準備をしないと非効率になってします。

• スキャンの手間はかかるが、顧客から資料を貰う時点でデータ送信を推奨していく。

• 紙の方が確認しやすい作業もある、スキャンを取ることに時間を要する場合もある。

• 過去の調書をみたときに最新の資料【FINAL】がはさまれていないときがある

• 電子調書にするのに時間がかかる

• 在宅先での資料のスキャンをどうするか(できれば自宅にあるスキャンスナップを使いたい)

• 時間がかかる

• なんの書類が保管されているか、ペーパーレスだと判断しづらいときがある（ファイル名などが不明）

• 紙資料の電子化の手間がかかる

• 目の疲労感

• 作成に多少時間がかかる

• 作るのもチェックするのも紙よりも時間がかかる。（＝人件費がかかる）

• 紙で出した方がやりやすい（チェック、仕分け消込等）作業がしずらいですが、慣れの問題で改善できると思います。

• フォルダの管理がされていないと紙調書より探しにくくなる 管理をきちんとする
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オフィスのフリーアドレス化（座席の自由化）に向けて乗り越えるべ
き課題・対策について教えてください

• 紙の書類もあるので、書類、私物の置く場所があれば問題ないと思います。

• 八王子では固定されているため必要性を感じない

• 現時点でフリーアドレス化の必要性を感じていません。

• 引出の中身ぐらいで特に問題ないと思います。

• 顧問先から届いた資料をどう保管するのか

• 1人1人の書類を借りするキャビネットなどがあれば問題ない

• 自席の荷物と預かり資料の保管場所をどうするか

• 個々の資料の置き場がなくなる。郵便など担当者宛のものを置く場所を別途作る必要がある。

• 資料保管・電子化

• デスク以外の収納が不足している。現在デスクに置いているものを別スペースへ移動させるのは難しい。

• 特になし

• 各人の荷物の保管場所をどうするか

• 各自の資料、書籍の保管場所の確保

• そで机の廃止、各備品の共有化によるデスク一律化

• 座席回りの整理

• お客様資料の保管先（特に飲食等は紙資料の依存が多い）

• 膨大な資料のデータ化が必要となること。（現状必要なもののみデータ化しています）

• 紙の資料を0にはできないのでその置き場所

• お客様からの預り資料の保管場所の検討

• 預かり資料の管理が不安です。専用のボックス、ロッカー等があればよいと思います。

• 内線電話番号の通知
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在宅時の方がやりやすい業務を教えてください。

• レビューや資料作成、在宅の方が集中出来ます。

• 入力

• 入力業務

• 一画面でできる作業。入力業務など。

• 月次、申告書作成

• 会計記録の確認

• 月次報告書の作成や顧問先とのやりとり

• 入力、レビュー

• 入力、調書作成

• 会計入力経理業務、アンケートの作成など集中している方が捗る業務

• 会計入力

• 入力、ディテールレビュー、調書作成

• メルマガの登録

• 会計入力

• 会計入力・調書作成等の処理 顧客との電話(声量等を気にしなくてよいため)

• 出社しても在宅でも変わりない（OSのサポートが受けられる限り）

• 会計入力業務

• 会計入力などの集中力を要する作業

• 作業的な業務、税務研修、調べもの、顧客対応（電話・メール等）

• 入力、資料作成、調書作成等一人で行う業務

• 紙の資料を基にした会計入力など

• 会計入力、申告書作成

• 単純作業（入力、調書、ドケット）は良いと思います。

• 経理業務全般
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テレワーク実施によるスタッフの声
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在宅時の方がやりやすい業務を教えてください。

• レビューや資料作成、在宅の方が集中出来ます。

• 入力

• 入力業務

• 一画面でできる作業。入力業務など。

• 月次、申告書作成

• 会計記録の確認

• 月次報告書の作成や顧問先とのやりとり

• 入力、レビュー

• 入力、調書作成

• 会計入力経理業務、アンケートの作成など集中している方が捗る業務

• 会計入力

• 入力、ディテールレビュー、調書作成

• メルマガの登録

• 会計入力

• 会計入力・調書作成等の処理 顧客との電話(声量等を気にしなくてよいため)

• 出社しても在宅でも変わりない（OSのサポートが受けられる限り）

• 会計入力業務

• 会計入力などの集中力を要する作業

• 作業的な業務、税務研修、調べもの、顧客対応（電話・メール等）

• 入力、資料作成、調書作成等一人で行う業務

• 紙の資料を基にした会計入力など

• 会計入力、申告書作成

• 単純作業（入力、調書、ドケット）は良いと思います。

• 経理業務全般
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テレワークで良かった点は？
• 自分のペースで仕事が出来る点。

• 通勤時間がない

• 溜まっていた入力業務を処理できたこと。

• 通勤が不要な点

• 通勤時間がない

• 通勤時間の省略、日中にしかできない家事ができる

• 通勤時間が減らせる

• 仕事の効率化とワークライフバランス

• 通勤負担削減

• 経理業務や会計入力など集中した方が捗る仕事が出社時より早く終わる。業務が立て込んでいるときは通勤時間も仕事の時間に充てられる。

• 通勤時間の削減。

• 子供だけで何日も留守番させなくてはならないとき、在宅勤務ができると安心できる。

• 通勤時間がなくなったので早い時間から仕事を始められる

• 通勤時間が削減できる

• 合間の時間を有効利用できる

• 通勤時間が減ったこと

• 移動時間のロスがない

• 通勤負担が無く、有効利用できる時間が増加した点

• 通勤時間がないこと

• 起床してすぐに作業できる点

• 家事育児との両立

• 通勤負担の減少

• コロナ感染のリスクが抑えられる

• 感染予防はメリットが高いと思います。

• スケジュール管理が比較的しやすい
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テレワークの問題点と改善策は？

• 曜日感覚がなくなるので、期限について、今まで以上に管理する必要がある。

• 今のところ出来る業務が限られている

• 在宅のための準備（備品や資料の持ち帰り準備）に時間がかかる。

• お客様とのやり取りや作業に困った時に一人では不安がある。

• プリンター及びスキャンが使えない。クライアントからの資料や社保系の届出が紙のため完全在宅は無理。

• テレワークするための準備時間の確保やPC持ち帰りの負担。

• オフィスと同じ作業スペースを確保できないため、やれることが限られる。

• 荷物の受け取りや、郵送業務、顧問先資料をみられない(領収書・請求書)

• 事前準備と上席者のジョブ管理が大切になる

• 資料などの関係で繁忙期ほど出社せざる得ない

• お互いの仕事が見えにくい分、情報の共有をしっかりする。

• 通信状況の不安定な時がある。改善策は今のところ不明。

• 社内の環境を整えたり、不在時の引継ぎをきちんとすることで出社する人の負担を減らす

• 特になし。

• テレワークに限ることではないが、移動中の電車の中などでクライアントに関する資料を見ている人がいるらしい。

• 社内での相談が遠隔のため、場合によっては書面を用いて相談したい場面がある。チャットワークで書面を共有もできるが、複数枚に及ぶ場合は不便。

• 資料の持ち帰りがあるので、紛失のリスク

• 通信速度、Cube内の連携方法

• 特になし

• 多画面ないので業務によっては出社したほうが効率的→モニターの購入、もしくは出社

• 紙を使った方が良い作業が画面上だと時間がかかる、従業員の業務管理が難しくなる

• 雑談等の何気ない会話、他の人の電話や書類から得られる有意義な情報、自分で調べるほどでもなかったり手間がかかったりするもの、が無いのはマ

イナスだと思います。

• オフィスの設備の方が使いやすい 自宅の環境を整える
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テレワーク勤務研修で何を知りたいですか？

• コロナ後、会社の方針に変更がありましたら、お聞きしたいです。（よりテレワーク勤務の割合を増やす等）

• 適している業務

• 在宅勤務に適している仕事は何かを知りたいです。

• 基本事項

• 在宅勤務に適した作業

• 税理士事務所の業務を在宅で行う上の理想形態（領収書の入力などは在宅の場合どのようにして行うか）

• 他の会社はどのような対応なのか

• 皆様がどのようにテレワークされているのか

• 税理士法との関係

• テレワークのリスク

• 今後、何か手続きが必要なのであれば、必要な手続きについて

• モニターを１台持っているが、借りられるのであれば、もう１台あれば便利だと思っているため、今後、増やす計画があるのかどうか。

• テレワーク勤務において遵守しなければならない行動指針

• 税理士会の指針

• セキュリティ面についてどのようになっているのか（同業界の方によく聞かれます）

• 他の事務所での運用など

• 効率的なやり方が知りたいです。

• セキュリティ等気を付けるべき点
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テレワーク実施した感想についての総評

• テレワーク勤務を実際に体験してみると、想像に反して、とても快適だと言う事が分かりました。他の方がどの様に感じているかも知りたく、アン

ケート結果を参考にしたく思いました。

• まだなかなか慣れないが徐々に調書作成などもできるようにしていけたらいいと思った。

• 入力、調書レビューは在宅でも対応できたので、今後は調書作成等在宅でも対応できる業務を増やしていきたいです。

• 落ち着いてできる反面、資料や備品準備など事前準備が必要不可欠に思いました。

• 非常に良い

• 通勤がなく時間的には楽な一面もありますが、ずっと家にいるのでONOFFの切替が難しいところです。

• 固定電話の着信を気にしたり周りの動きを気にせず業務に集中できるので今回初めてテレワークを実施したがとても集中して業務が進んだように思え

たので今後週1～2回はテレワークにしたい。しかしテレワークで出来ることは限られているため仕事(入力チェックなど)は溜まっているがテレワーク

時に手持無沙汰になってしまったこともあった(その日は有給消化)。なので今後計画的にテレワーク業務を出勤時に残しておくことが課題だと思いま

した。

• どんどんみんな取り入れるべきだと思います。

• まだテレワークのポテンシャルを発揮しきれていないので、改善していきたい

• 在宅勤務をする前はできることが少ないと思っていましたが、メールや電話、ZOOM、仮想化を使うことで仕事の幅が広がり、時間をうまく使いたい

と思うようになりました。

• 在宅でもそこまで問題なくできているし、作業に関しては集中できるメリットがあると思いました。

• スタッフ間のコミュニケーションもチャットワークやZOOMで取れていると思います。"
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テレワーク実施した感想についての総評

• 計画的に行えば、定期的に実施可能。

• 通勤時間がなくなったのはとても良かった。子どもがいて長く集中することが難しかった。作業の環境を整えることが個人的な課題。

• 通勤時間が削減できるため、効率的で良いと思います。

• 非常に良いと思う。今後もやりたい。

• 着信（モバイルを伝えても固定電話に掛けられる）連絡をOS等に負担をかけているが、事務所にいるよりも集中できるし、相談があってもメール、

電話で対応できるのでテレワークは効率的でいい。

• 通勤負担がないのは非常に良いですが、印刷・郵送作業等が行えないため一長一短に感じます。

• 大変便利に活用しています。

• 出社と組み合わせることで生産性向上につながると思いました

• 今回のコロナのように外出自粛が求められる状況では、テレワークできる体制はとても大事だと感じました。

• これからはこういった働き方が主になる可能性ものあるので前向きにチャレンジしていきたいです。

• 設備等が整っておらず使いにくい面もあるが、業務には集中しやすい
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第五部

会計事務所におけるテレワーク勤務の状況
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会計事務所におけるテレワーク勤務の状況（4/9/2020時点）
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ご清聴ありがとうございました。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。


